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第１条  総則  

ＪＭＲＣ中国・四国ラリーシリーズ（以下本シリーズ）は、国際モータースポーツ競技規則、Ｊ

ＡＦ国内競技規則、本シリーズ一般規定及びオーガナイザーによって発行される特別規則によっ

て開催される。（ＴＣ方式の競技会については、ラリー競技開催規定付則：スペシャルステージラ

リー開催規定が適応される。） 

第２条  参加資格  

ドライバー及びナビゲーターは、２０１０年度ＪＡＦ国内運転者許可証国内Ｂ以上及び当該車両

を運転できる運転免許証の所持者であること。 

第３条  参加車両  

ＪＡＦ国内競技車両規則第２編ラリー車両規定に従ったＲＮ、ＲＪ車両またはＲＦ車両およびＦ

ＩＡ公認車両またはＪＡＦ登録車両で２００２年１２月３１日以前に運輸支局等に初度登録され、

かつ２００２年ＪＡＦ国内競技車両規則第３編ラリー車両規定に従った車両（ＲＢ車両）で２０

１０年度ＪＭＲＣ中国・四国ラリーシリーズ車両規定に従った車両とする。 

第４条  クラス区分及び開催方法  

１．クラス区分 

過給換算（過給器係数１．７）後以下の通りとする。 

Ａクラス １５００ｃｃ以下の車両 

Ｂクラス １５００ｃｃを超え３０００ｃｃ以下の車両 

Ｃクラス ３０００ｃｃを超える車両 

ＦＡクラス（フレッシュマンＡクラス） １５００ｃｃ以下の車両 

ＦＢクラス（フレッシュマンＢクラス） １５００ｃｃを超え３０００ｃｃ以下の車両 

ＦＣクラス（フレッシュマンＣクラス） ３０００ｃｃを超える車両 

２．開催方法 

Ａ，Ｂ，Ｃクラスを開催する場合は必ずＦＡ，ＦＢ，ＦＣクラスを併設しなければならない。 

ＦＡ，ＦＢ，ＦＣ（フレッシュマンクラス）のみの単独開催を行うことができる。  

フレッシュマンクラスの参加資格は、以下の何れかを満足していることとする。 

・過去に当該クラスで本シリーズ６位以上の入賞経験のないドライバー。 

・車歴１０年以上の車両で参加する場合。 

・過去２年以内に本ラリーシリーズに参加しておらず、スピード行事ＳＡ車両で参加する場

合。 

第５条  本シリーズの成立  

各クラスごとに２戦以上の競技が行われなければ、そのクラスの本シリーズは成立しない。 
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第６条  得点基準  

各競技会ごとに、登録されたドライバー及びナビゲーターに対し、第４条のクラスごとに以下の通り得

点を与える。（ただし、１台のみ参加の場合は半分の得点とする） 

１位：２０点  ２位：１５点  ３位：１２点  ４位：１０点  ５位： ８点 

６位： ６点  ７位： ４点  ８位： ３点  ９位： ２点 １０位： １点 

この得点を集計し、得点の高い順に順位を決定する。 

シリーズ１位の決定において、複数の者が同一の得点を得た場合、上位得点の回数が多い順に決定され

る。（２０点の数，１５点の数，以下それに準ずる。） 

以上の方法で決定しない場合は同順位とする。 

第７条  参加者の遵守事項  

１．参加者は交通法規を守り、他の交通に迷惑を及ぼしてはならない。 

２．非常用赤色合図灯，非常停止表示板（２枚），Ａ４サイズで、表面に緑文字で「ＯＫ」、裏面に赤文

字で「ＳＯＳ」が記入されたもの（２枚），牽引ロープ及び救急用品の携行を義務づける。 

競技中コースアウト、スタック等の場合は、安全のため後続車及び対向車に対し非常停止表示板及

び赤色灯等により合図し、安全対策をする事。（停止車両の少なくとも５０ｍ手前に反射式の三角表

示板を置き、後続車に知らせる。） 

２－１   オーガナイザーが定めた区間でトラブルが起こった場合の処置に関しては、以下の対

応を取らなければならない。 

２－１－１ クルーが負傷し医療処置が必要なとき、または車両火災が発生した時は、赤色のＳＯ

Ｓマークを後続車に提示し救助を求めなければならない。このＳＯＳマークを提示さ

れたクルーは、競技を中断し救助にあたる義務がある。（最初に到着したクルーは、

トラブルが発生したクルーから状況を聞き、けが人の救助又は消火活動を行ながら後

続車両を停止させる作業を行う。後続車両が到着したら、いずれかのクルーは、ステ

ージ進行方向で最寄のラジオポイントまたはフィニッシュに行き、この状況報告をす

る。） 

２－１－２ ステージ内でトラブルが発生し車両が動けない状態ではあるものの医療処置などが

不要な場合は、緑色のＯＫサインを少なくとも３台の後続車に提示し、最終車両通過

まで表示することが義務付けられる。 

２－１－３ 何も合図なしに停止している車両を発見したクルーは、２－１－１の対応をしなけれ

ばならない。 

３．競技途中でリタイアする場合は、必ずオーガナイザー所定のリタイア届を、競技委員に提出するこ

と。 

提出できない場合は、競技会本部へ電話等の方法で連絡すること。 

４．チェックポイントでのタイムアウト及び途中リタイアの場合、競技委員の指示に従うこと。 

５．リタイアの場合はゼッケン，ラリー競技会参加の証及び競技関係の貼付物を速やかに除去すること。 

６．市街地の走行は特に騒音を出さないようし、ライトを減光すること。 

７．競技中のヘルメット及びレーシングスーツはＪＡＦ国内競技車両規則第４編付則のラリー競技に参

加するクルーの装備品に関する付則に従うこと。 

第８条  参加拒否  

オーガナイザーはその理由を明示することなく参加申し込みを拒否することができる。 

参加拒否した場合、オーガナイザーはすみやかに当該競技会審査委員会に報告する事。 
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第９条  車両検査  

１．本競技に参加する車両について、オーガナイザーは車両検査を行うことができる。 

２．検査の結果が不適当と判断された箇所については、修正を命ずる事ができる。 

３．前項による再検査の結果が不適当と判断された車両は出走することはできない。 

４．オーガナイザーは競技終了後、再車検を行うことができる。 

第１０条  ゼッケン等  

１．参加車両はオーガナイザーが指定したゼッケン等を定められた位置に正しく貼付しなければならな

い。（スポンサー名等を隠さない） 

２．ゼッケンの番号はオーガナイザーが決定する。 

第１１条  競技成績の計算  

１．コントロールシートの計算は参加者の責任において各自行うこと。 

２．コントロールシートの提出締切時刻はオーガナイザーが定める。 

３．前項に係わるペナルティをオーガナイザーが特別規則書により定めることができる。 

４．コントロールシートの計算ミスによるペナルティは、件数に関係なく１０点とする。 

第１２条  チェックポイント  

１．チェックポイントはコース上に設置し、チェックラインはその路面幅に及ぶものとする。 

２．チェックポイントの表示、チェック車の配置は原則として進行方向左側とする。 

３．チェックライン通過後、安全を確認のうえ競技委員よりチェックカードを受け取り、速やかに前方

へ移動し後続車の障害にならないようにする。 

４．チェックポイント及びフィニッシュは原則として先頭スタート車両の基準通過時刻の１５分前に開

設し、最終スタート車両の基準通過時刻の３０分後に閉鎖する。 

但し全参加車両の通過が確認された場合は、規定時刻前でも閉鎖することができる。 

第１３条  競技の中断または打切り  

１．競技の特定区間の中断または打切りは、競技の進行が全ての参加車両に対し、不可能または著しい

障害となった場合，交通法規違反や事故の発生、その他第三者に対する影響等で競技を続行するこ

とが各方面に対し支障を及ぼすと判断された場合審査委員会の決定により行う。 

また、上記に関連した理由により関係官庁から中断等の勧告を受けた場合も同様とする。 

２．前項については、競技役員より全参加者に対して確認しやすい方法で、内容及び対策を指示する。 

第１４条  競技打切りの場合の成績  

競技が打切りとなった場合の競技成績は、競技打切り決定時刻までに、リタイアまたはタイムアウトに

なっていない全ての車両が通過した地点までにおけるものとする。 

第１５条  ペナルティ  

以下の行為を競技長が認めた場合は審査委員会の決定により参加者にペナルティを与えることができる。 

１．交通違反及び交通事故を起こしたとき。 

２．チェックカードを改竄したとき。 

３．スタート後、参加車両または乗員を変更したとき。 

４．車両規則違反があったとき。 

５．競技中オーガナイザーが指定した場所以外でサービスを受けたとき及び指定給油所（ガスコン）以

外で燃料の給油を行ったとき。 

６．第７条（参加者の遵守事項）に違反した場合。 
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第１６条  損害の補償  

１．参加者（サービスを含む）が交通事故を起こした場合は自己の責任において処理するものとする。 

２．参加車両の破損は各自の負担とする。 

３．オーガナイザー、競技役員及びＪＡＦは参加者の死傷等に対しいかなる賠償責任も負わない。 

第１７条  抗議・控訴  

１．参加者は自己が不当に処遇されていると判断した場合抗議することができる。 

２．抗議は抗議対象となる理由を具体的に記述し、抗議料を添え、競技長に提出する。 

３．抗議への裁定結果は抗議者に対し口頭で行われる。 

４．抗議料はその抗議が成立した場合及び審査委員会が認めた場合のみ返還される。 

５．抗議の付帯費用はその抗議が成立した場合は抗議対象者、否決となった場合は抗議提出者が支払う。 

６．参加者は、審査委員会の裁定結果に不服な場合はＪＡＦに控訴することができる。 

第１８条  抗議提出時間に対する制限  

１．競技に対する抗議はその参加者の競技終了後３０分以内に行わなければならない。 

２．競技成績に関する抗議は暫定結果発表後３０分以内に行わなければならない。 

３．技術委員長の裁定に対する抗議は裁定後直ちに抗議提出の意志表示を行い裁定後３０分以内に行わ

なければならない。 

第１９条  参加取止め  

参加申し込み締め切り以降の参加取止めに対し参加料は返還されない。 

第２０条  公式通知  

公式通知はオーガナイザーの定めた場所に掲示又は参加者全員に周知出来る方法で発表される。 

第２１条  保険等  

１．オーガナイザーは参加者に対し、ラリー競技に有効な対人賠償保険および搭乗者保険（または共済）

の加入を義務付けること。 

第２２条  参加料の割引  

１．ＪＭＲＣ共済加入者に対し参加料を１名あたり１，０００円割り引く。 

（ドライバー及びナビゲーターが加入している場合２，０００円割引となる。） 

２．オーガナイザーは特別規則により、参加料を割り引くことができる。 

第２３条  本規則の解釈  

本規則の解釈に疑義が生じた場合は、競技会審査委員会の決定を最終とする。 

第２４条  本規則の施行  

本規則は２０１０年１月１日をもって施行される。 


